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この国有林野施業実施計画（以下「本計画」という。）は、国有林野管理経営

規程に基づき、国有林の地域別の森林計画及び地域管理経営計画に即し、森林管

理局長が森林計画区域内の管理経営する国有林野の箇所別の伐採、更新等につい

て５年ごとにたてる５年間の計画である。

この本計画の計画期間は平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの

５年間である。
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１ 国有林野の区画の名称及び区域並びに機能類型及びエリア別の区域

国有林野施業実施計画図による。

２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量

並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（１）伐採造林計画簿

伐採・更新箇所ごとの伐採・更新面積及び方法等については、伐採造林計画簿に示すとおりである。

（２） 水源涵養タイプにおける施業群別面積等
かん

（単位：ｈａ、年）

施 業 の 方 法 等 伐 期 齢

施 業 型 施 業 群 面 積 又 は

施業方法 目 標 と す る 森 林 回 帰 年

漸 伐 人工林漸 753.92 育成複層 人工林又は天然林において、漸伐により 85

複 層 型 伐複層型 林 施 業 部分的に伐採し、人為あるいは天然力によ

り複層林化を図った複数の樹種及び樹冠

天然林漸 66.20 育成複層 層を構成（階層構造）する森林。 L 180

伐複層型 林 施 業

択 伐 天然林択 134.78 天然生林 天然林において、択伐により部分的に伐 L 180

複 層 型 伐複層型 施 業 採し、人為あるいは天然力により複層林化 (25)

を図った複数の樹種及び樹冠層を構成（階

層構造）する森林。

そ の 他 10.09 更新困難地

合 計 964.99

（注）１ 林地以外の土地の面積は含まない。

２ （ ）は回帰年である。
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（３） 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積 （単位：ｈａ）
かん

施 業 群 上限伐採面積

漸 伐 複 層 型 22.78

択 伐 複 層 型 26.95

（注）上限伐採面積は、計画期間（５年）分の面積である。

（４）伐採総量 （単位：㎥、ｈａ）

林 地
区 分 林 地

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 合 計

伐採量 以 外

山

地 土 砂 流 出 崩 壊 防 備

災

害

防 気 象 害 防 備

止

タ

イ 計

プ

自 然 維 持 タ イ プ

森 林 空 間 利 用 タ イ プ

快 適 環 境 形 成 タ イ プ

水 源 人 工 林 漸 伐 複 層 型 2,741 2,741

涵 養
かん

タイプ 計 (24.06)

2,741 2,741

合 計 (24.06)

2,741 2,741 759 3,500 3,500

年 平 均 (4.81)

548 548 152 700 700

（注） （ ）書きは間伐面積である。

（再掲）市町村別内訳 （単位：㎥）

林 地
林 地

市 町 村 名 主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 合 計

伐採量 以 外

南 砺 市 2,741 2,741

(注） 市町村別内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。
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（５）更新総量

該当なし

（６）保育総量

（単位：ｈａ）

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計
かん

防止ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ 利用ﾀｲﾌﾟ 形成ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ

保 下 刈

つる切 26.98 26.98

育 除 伐

３ 林道の整備に関する事項

該当なし

４ 治山に関する事項

（単位：保全施設 箇所、保安林の整備 ｈａ）

位 置 区 分 工 種 計画量

金鋼寺谷、開津谷、ブナオ谷、六寸谷、滝谷、ヘクサ谷、 保全施設 渓 間 工 １０

正木谷、クズレ谷、ソレ谷、トピット谷

金鋼寺谷、定谷、定倉谷、小アテビオ谷、開津谷、六寸谷、 保全施設 山 腹 工 ７

十八谷

庄川計画区管内の保安林区域内 保 安 林 保 安 林 ２４.０６

の 整 備 改 良

保全施設 渓 間 工 １０

合 計 山 腹 工 ７

保 安 林 保 安 林 ２４.０６

の 整 備 改 良

（注） １ 保全施設の計画量「箇所」数は、「単位流域」数を表す。

２ 位置は単位流域を表す。

３ 災害復旧等緊急を要する工事については、指定箇所以外においても実行できる。
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５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域

（１）保護林の名称及び区域

ア 植物群落保護林

新 設
名 称 面積(ha) 位 置 特 徴 等 施 業 等

既 設 (林 班)

水 無 湿 性 既 設 215.59 305林班 湿性植物であるミズバ 原則として、人手
ショウ、リュウキンカ等 を加えず自然の推移
が、ブナ林に囲まれた平 に委ねた保護管理を
坦な沢沿いに生育してい 行う。
る。 ただし、保護対象

の維持に必要な管理
等を行うことができ
る。

（２）緑の回廊の名称及び区域

新 設 延 長
名 称 面 積(ha) 位 置 特 徴 等

既 設 (km) (林 班)

白 山 山 系 既 設 20 6,580.10 307～316林班 富山、岐阜、石川、

緑 の 回 廊 (42,868.43) 401～410林班 福井の４県にまたがる
白山山系は、ほとんど

庄川森林計画区 ： 6,580.10 人手が加わっていない

宮庄川森林計画区 ： 16,937.45 貴重な自然が残ってお

(中部森林管理局) り、国有林内に設定さ

加賀森林計画区 ： 18,012.41 れた保護林等を連結

越前森林計画区 ： 1,338.47 し、野生動物の日常行

(近畿中国森林管理局) 動や季節移動等の経路

計 42,868.43 をつくることにより、

分断された個体の交流
を促す等、森林生態系
の構成者である野生動
植物の多様性の保全を
図ることを目的とす
る。
林況は、ブナ、ダケ

カンバ等の広葉樹の天
然林が大半を占めてい
る。
施業等については

「白山山系緑の回廊設
定方針」による。

６ レクリエーションの森の名称及び区域
該当無し

７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域等

該当無し

８ その他必要な事項

該当無し


